


事 務 連 絡

平成 27 年 2 月 18 日

各都道府県 介護保険主管部（局）御中

各市区町村 介護保険主管部（局）御中

厚生労働省老健局振興課

地域支援事業充実分に係る上限の取扱い及び任意事業の見直しについて

平素より、介護保険制度の円滑な実施にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。

地域支援事業交付金の予算執行に当たっては、平成 27 年度の制度改正等を踏まえ、

新しい総合事業及び包括的支援事業（地域包括支援センター運営）・任意事業について

の新たな上限の取扱いを、これまでお示ししているところですが、地域支援事業の充実

分として新たに包括的支援事業として位置づけられた生活支援体制整備、認知症施策推

進、在宅医療・介護連携推進、地域ケア会議推進に係る事業の上限については別紙１のと

おり取り扱うことといたしますので、貴管内市区町村に周知いただきますようお願いしま

す。

新しい包括的支援事業において設けられている個別協議等の手続、スケジュールについ

ては別途、近日中に連絡する予定です。

また、平成 27年度予算（案）においては、地域支援事業の充実や新しい基金（介護分）

が創設されたこと等を踏まえて、これらの事業との全体的な整理の中で任意事業の対象事

業について別紙２のとおり見直すことといたしました。新しい上限の取扱いと同様、貴関

係市区町村に周知いただきますようお願いします。

別紙１：制度改正後の地域支援事業の上限（平成２７年度以降の全体像）及び地域支援事

業充実分に係る上限の取扱い

別紙２：任意事業の見直しについて

参考資料：地域支援事業充実分に係る予算（案）の概要等










































